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令和５年度第３回市長会議次第 

  令和５年１０月２３日（月）１０：１５～ 

日光市役所４階 委員会室 

 

１ 開  会 

 

２ あいさつ 

⑴ 会長あいさつ 

⑵ 開催市市長あいさつ 

 

３ 報告事項 

 ⑴ 会務報告について          

  ① 第三期県立高等学校再編計画（案）に関する緊急要望  

② 自由民主党栃木県支部連合会政策懇談会への要望  

③ 安全・安心の道づくりを求める要望  

⑵ 全国市長会・全国市長会関東支部・県市長会等の主要日程（後期）について 

 ⑶ 外部からの要請・要望等について 

  ① （公財）栃木県シルバー人材センター連合会  

  ② 栃木県農村女性会議  

  ③ 栃木県義務教育振興協議会  

  ④ 日本弁護士連合会  

  ⑤ 全日本自治体退職者会栃木県本部  

 ⑷ 栃木県市町村総合事務組合所有地活用整備計画について     

   

４ 協議事項 

 ⑴ 県に対する要望について（秋季） 16 件 

※原案のとおり決定 

  ① ＭＩＣＥ開催支援制度の新設について（宇都宮市）  

② 地方創生移住支援事業の着実な実施に向けた財源の確保について（宇都宮市） 

③ 土砂災害ハザードマップ作成に係るデータ提供等について（足利市） 

④ 障害児保育事業に関する財政支援について（足利市） 

⑤ 軽油取引の課税免除措置の期間延長について（栃木市） 
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⑥ 学校部活動の地域クラブ活動への移行にかかる支援について（佐野市） 

⑦ 企業誘致にかかる行政手続き期間の短縮について（佐野市）   

⑧ 「いちご一会とちぎ感動スポーツプロジェクト推進事業」の拡充について 

（鹿沼市） 

⑨ 重度心身障害者医療費助成制度について(真岡市)  

⑩ 代替学校職員の円滑な配置について（真岡市）   

⑪ 少子化対策の拡充について（矢板市）   

⑫ ＩＣＴ教育に係る費用の支援について（那須塩原市） 

⑬ 生活保護の実施責任について（那須塩原市） 

⑭ クビアカツヤカミキリ予防対策事業の実施について（さくら市） 

⑮ 産地づくりと一体的な耕作放棄地対策の創設について（さくら市） 

⑯ 森林開発を伴う再生可能エネルギー事業への新たな取り組みについて 

（那須烏山市） 

 

５ そ の 他 

 

６ 閉  会 
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栃木県市長会会務報告 

期  日 種    別 概     要 

R5．7．18（火） 第 ２ 回 市 長 会 議 「大田原市役所」において開催し、報告については了承し、

協議については原案のとおり決定した。 

〔報告〕 

⑴ 会務報告について 

 ① GIGAスクール構想の実現に向けた財政支援に関する緊

急要望（関東支部） 

 ② 保育の充実に関する緊急要望（関東支部） 

 ③ 第93回全国市長会議決議 

⑵ 各種後援について 

① 第４回宇都宮大学コラボレーション・フェア 

② 令和５年度栃木県青年農業者海外短期派遣研修 

③ 関東大震災１００年リレーシンポジウム栃木 

④ 令和５年度浄化槽トップセミナー栃木 

〔協議〕 

⑴ 令和４年度栃木県市長会歳入歳出決算について 

① 令和４年度栃木県市長会歳入歳出決算書 

② 令和４年度栃木県市長会財産に関する調書 

③ 監査の意見書 

⑵ 令和６年度法令外負担金審議の基本方針(案)について 

⑶ 栃木県市長会代表役職の推薦について 

 ① 栃木県環境審議会委員 

   委 員 大田原市長 

 ② 栃木県社会福祉審議会 

   委 員 佐野市長 

〔行政視察〕 

「資生堂那須工場」 

R5．7．25（火） 御 機 嫌 奉 伺 那須御用邸において、事務局が御機嫌奉伺を行った。 

R5．8．19（金） 栃木県副市長会議 ライトキューブ宇都宮において、次のとおり開催した。 

〔講演〕 

「持続可能な地域(経済社会)の実現に向けて 

         ～地域経営研究会のご案内～」 

国立大学法人宇都宮大学地域創生推進機構 

社会共創促進センター 特任准教授 山田 英二 氏 

〔協議〕 

資料１ 
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期  日 種    別 概     要 

各市の課題等について 

⑴ 公金取扱にかかる事務効率化と手数料に関する連絡協 

議会の検討状況について 

⑵ 小中学校の再編と地域活性化策について 

⑶ こどもの居場所づくりについて 

R5．8．22（火） 天 機 奉 伺 那須御用邸において、事務局が天機奉伺を行った。 

R5．8．25（木） 政 策 懇 談 会 栃木県公館において、次のとおり開催された。 

⑴ 協議事項 

・ふるさと納税共通返礼品の設定について 

⑵ 報告事項 

・「とちぎ少子化対策緊急プロジェクト」について 

・マイナンバー情報の総点検への対応について 

・クビアカツヤカミキリの防除対策について 

⑶ 意見交換 

R5．8．28（月） 要 望 書 の 提 出 第三期県立高等学校再編計画（案）について、佐藤副会長が直

接栃木県教育長と面談し、要望書を提出した。 

R5．9．6（水） ・損害保険担当者会議 

・火災・自動車共済事業

栃木県連絡協議会 

・共済保険担当者会議 

栃木県自治会館において、「全国市長会損害保険担当者会

議」、「全国都市職員災害共済会火災・自動車共済事業栃木県

連絡協議会」及び「全国市長会共済保険担当者会議」を開催し

た。 

R5．9．12（火） 要 望 書 の 提 出 佐藤副会長、金子佐野市長が自民党県連政策懇談会に出席

し、次の事項について自民党県連会長及びとちぎ自民党議員

会会長あて要望書を提出した。 

１．予算に関する要望 

「部活の地域移行に係る人材確保について」 

２．政策に関する要望 

「第三期県立高等学校再編計画（案）について」 

R5．10．2（月） 要 望 書 の 提 出 安全・安心の道づくりについて、自民党県連、立憲民主党県

連、国民民主党県連、公明党県本部に対し、道路整備促進期成

同盟会栃木県協議会長、栃木県県土整備事業協議会道路部会

長、市長会長及び町村会長の連名で要望書を提出した。 

令 2 . 9 . 2 9 

（火） 

要 望 書 の 提 出 安全・安心の道づくりにつ 

 



 

 

栃木県教育長 

 阿久澤 真理 様 

 

 

 

 

第三期県立高等学校再編計画（案） 
に関する緊急要望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栃 木 県 市 長 会 
 

 

  

KUROKAWA
スタンプ
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第三期県立高等学校再編計画（案）に関する緊急要望 

 

 第三期県立高等学校再編計画の策定につきましては、５月の市町村

長会議におきまして説明をいただきましたが、その際に複数の市町長

から意見が出され、また、再編計画（案）公表後の７月１８日開催の

市長会議におきましても多様な意見が出されたところであり、非常に

関心の高い課題であります。 

 高校は子供たちの将来の進路を大きく左右する教育機関であり、生

徒・保護者等にとって大きな影響を与えるものであります。 

 さらに、各市におきましては、教育機関という位置づけに留まらず、

まちづくりや経済産業、雇用、文化、地域活性化など広範な分野に大

きな影響を与える価値ある存在と認識しており、再編計画は生徒数の

減少面のみを捉えるのではなく、総合的な視点から検討すべき課題で

あると考えております。 

 つきましては、第三期県立高等学校再編計画の策定にあたりまして

は、以上のような視点も踏まえ、総合的に検討いただくよう、次の事

項を要望いたします。 

 

記 

 

・ 高校の統廃合の検討にあたっては、高校は人口流出の抑制や若年

層の活動人口の増加、持続可能なまちづくりに向けた周辺地域の活

性化に不可欠であるため、各地域において高校が果たす役割を踏ま

え検討すること 

  特に、栃木県の約４分の１の広大な面積を有する日光地域におい

て、高校を１つに統合する再編案については、日光市や関係団体な

ど、地域と十分に協議・調整すること 

 

・ 職業系専門高校については、現在の学科やコースにおいて専門的

な知識や技術を身に付け、地域の産業振興に寄与する人材を輩出す

る役割を担っており、その再編にあたっては、それぞれの分野にお

ける専門性のある教育課程を確保すること 

  特に介護福祉の従事者は、現在も県内で不足する状況であり、卒

業後に介護福祉士国家試験の受験資格を取得できる介護福祉科を、

県内バランスに配慮し、県央地域に存続させること 

 

・ 再編する高校の校地選定や施設整備等にあたっては、生徒・保護

者等の不安を払拭できるよう、地域住民や関係市町の意見を踏まえ

た調整を行うこと 
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・ 再編する学校の学科やコース、教育課程などについては、生徒の

学校選択への影響を考慮し、生徒・保護者等へ早期かつ確実に周知

すること 

 

・ フレックス・ハイスクールや単位制高校などの設置にあたっては、

中学校卒業後の高校進学における進路選択の幅を広げ、生徒が主体

的に適切な学校選択ができるよう、各市町教育委員会と緊密に連携

し、各高校の特色を一層周知すること 

 

・ 後期計画の実行計画を含め、今後、高校再編を検討する際には、

地元企業に多くの卒業生が就職するなど、地域に根差した学校づく

りを行っている高校が過疎指定地域等の持続的発展のために大き

な役割を担っていることを考慮し、事前に関係市町と十分な意見交

換を行うこと 

 

 

 

令和５年８月２８日 

 

栃木県市長会長 佐 藤 栄 一 
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全国市長会・全国市長会関東支部・県市長会等の主要日程（後期） 

（１０月～３月） 

 

全国市長会各委員会 

（県会長・相談役：宇都宮市長、理事：鹿沼市長、評議員：佐野市長・矢板市長・さくら市長） 

・日  時   令和５年１１月１４日（火）午後１時～ 

・場  所   全国都市会館 ほか 

 

全国市長会理事・評議員合同会議 

（県会長・相談役：宇都宮市長、理事：鹿沼市長、評議員：佐野市長・矢板市長・さくら市長） 

・日  時   令和５年１１月１５日（木）午後１時～ 

・場  所   全国都市会館 

 

第４回市長会議 （全市長） 

 ・日  時   令和６年１月１２日（金）       会議：午前１０時～ 

                      知事を囲む懇談会：会議終了後～ 

 ・場  所   ライトキューブ宇都宮 

 
全国市長会各委員会、理事・評議員合同会議 

（県会長・相談役：宇都宮市長、理事：鹿沼市長、評議員：佐野市長・矢板市長・さくら市長） 

・日  時   令和６年１月２４日（水）       各委員会：午前１０時～ 

                     理事・評議員合同会議：午後１時３０分～ 

・場  所   全国都市会館 ほか 

 

市長調査研究 （全市長） ※ 中止 

 ・日  時   令和６年２月７日（水）～８日（木） 

資料２ 
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栃木県市町村総合事務組合 

所有地活用整備計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年１０月 

栃木県市町村総合事務組合 

  

資料４ 
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目 次 
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   １ 所有地活用整備計画策定の目的・背景  

   ２ 所有地活用整備計画策定の経過  

第２章 所有地利活用の方針        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

   １ 新会館建替え検討 

２ 組合所有地の活用 

   ３ 対話型市場調査(サウンディング調査)の実施  

４ 対話型市場調査(サウンディング調査)の結果 

第３章 新会館の特徴         ・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

１ 新会館の機能・規模  

２ 新会館の整備手法等  

第４章 新会館の位置と全体の事業手法  ・・・・・・・・・・・・・・・・９ 

１ 新会館の施工手順と位置  

２ 全体の事業手法  

３ 事業の流れ 

第５章 概算事業費      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１ 

１ 新会館整備事業費の算出 

２ 現会館解体費の算出 

３ 総事業費 

４ 民間施設の土地賃借料 

第６章 今後の予定   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２ 
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第１章 所有地活用計画策定の趣旨 

１ 所有地活用整備計画策定の目的・背景            【参考資料１・資料１参照】 

  栃木県自治会館（以下「会館」という。）は、栃木県内市町村の行う一部の事務

を効率的に共同で行うことを目的に、昭和５１年１０月に RC 構造で竣工し、平

成 18 年度から栃木県市町村総合事務組合（以下「組合」という）が建物を管理

してきた。その中で、築４７年が経過した建物で設備の老朽化やバリアフリー未

対応であること等から、令和３年３月に定めた「栃木県自治会館建替えに関する

基本的な考え方」に基づき、新会館の施設規模に加え建設予定地と現会館敷地の

活用策を定め、事業を進めるため、「栃木県市町村総合事務組合所有地活用整備

計画」（以下「所有地活用計画」という。）を策定するもの。 

２ 所有地活用整備計画策定の経過 

会館の敷地は約１，３４０㎡である中、平成２０年９月には会館の耐震工事を

実施し、また平成２１年２月には会館隣接県有地を将来の新会館建設用地として

約３，９１０㎡を取得した。 

用地取得から１２年が経過した中、建物設備の老朽化やバリアフリーの未対応、

更には低未利用財産の利用・管理などから、令和２年度より、類似施設を調査の

上、新会館の建替えの考え方を整理し建設に向けた検討を始め、令和 3年度には

建物劣化診断調査と共にその結果を踏まえた改修費用の算出と、低未利用地の有

効活用について、継続的に収益を得る手法なども含めて 6～7 年の期間の中で検

討することとした。 

そのような中、海外情勢の急激な変化等による建設資材の高騰等により建設費

用の増大が見込まれるため、よりスピード感をもって事業に取り組むことが望ま

しいとし、自治会館建替えと収益施設の整備は分割し新会館の建替えを先行する

こととした。 

【主な経過】 

・H20 年度 自治会館北側県有地を新会館建設用地として取得 

・H21 年度 会館建替えを想定し、建替え資金の積立て開始(栃木県市町村振興協会) 

・H22 年度 会館建替え資金積立ての一時見合わせ(栃木県市町村振興協会) 

・R２年度～ 建替え検討委員会設置（新会館の考え方） 

・R３年度 建物劣化診断（建物自体の診断結果は健全） 

・R４年度 第 1 回検討委員会（長寿命化改修と建替え計画） 

 第 2 回検討委員会（急激な物価高騰等の課題対応） 
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 【組織体系(イメージ)及び計画の位置づけ】 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                         

 
 
                            

 

 
 
 
 
 

第２章 所有地利活用の方針 

１ 新会館建替え検討                                    【資料１】 

令和3年度の建物劣化診断の結果、建物は健全な結果となった。しかしながら、

長寿命化した場合の延命期間は 20 年（築年数考慮）であり、建替え後の耐用年数

は 65 年を想定し、1 年あたりの費用換算比較の結果、長期的には建替え費用の方

が安価【次表参照】であったこと。更に、エレベーターのバリアフリー対応など

自治会館建替検討委員会 

栃木県自治会館建替えに関する基本的な考え方 

 

栃木県市町村総合事務組合所有地活用整備計画 

ワーキンググループ 

栃木県町村議会 

議長会 

技術審査委員会 

栃木県市町村総合事務組合所有地活用整備事業ⅮＢ公募型プロポーザル 
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の機能向上や多様化する人権へ配慮した施設整備は困難なことから、財源確保の

課題や駐車場・会館規模など類似施設の事例調査も含めながら、令和３年度より

新会館建替えに向けて検討を開始した。また、新会館を現会館同等規模と想定す

ると、組合所有地約５，２５０㎡に余剰地が発生することから、その余剰地の有

効活用についても検討を開始。新会館建設については、国・県、さらに県内２５

市町が目指すカーボンニュートラルの環境に配慮し、再生可能なエネルギーの創

出など低炭素排出に配慮した施設整備も視野に検討していく。 

【長寿命化と建替えの費用比較】 

 ZEB なし 1 年当たり ZEB あり 1 年当たり 

長寿命化 
(20 年間の修繕費用) 

約 6.6 億円 3,300 万円 約 8.5 億円 4,250 万円 

建替え 
(使用期間 65 年) 

約 18.8 億円 2,890 万円 約 22.1 億円 3,400 万円 

※長寿命化の修繕整備では、多目的トイレの設置や機能向上を図ったバリアフリー対応
の EV設置は困難。 

なお、組合所有地の用途制限など諸条件は下記の通り 

基準等 種類等 備 考 

用途区域 近隣商業区域 
土地建ぺい率：80％ 

容積率：200％ 

立地適正化計画 都市機能誘導区域  

河川ハザードマップ 一部浸水リスク想定区域 0.5m 未満区域 

組合所有地面積 約５,２５３㎡ 
現会館 1,339.45 ㎡ 

北側駐車場 3,913.880 ㎡ 

会館貸付 関連団体等 3団体有償貸付 貸付面積 398 ㎡ 

２ 組合所有地の活用 

当会館を建替えるに当たり、組合関連５団体が担う業務・会議や研修事業など

の業務機能の維持を前提に所有地での建て替え計画を進める中で、新会館建物の

規模や駐車場等においては、現在の市町数(２５市町)や来館頻度及び来館利用状

況等に対応した適正な規模で建て替えることとした。更に、経済財政諮問会議(平

成 29 年 12 月 21 日決定)において、「地方公共団体は所有する未利用財産の活用

や処分に関する基本方針を検討」することを踏まえ、新会館建替えに必要な用地
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以外は有効な土地利用を図ることとし、民間事業者へ土地を貸し付け定期的かつ

継続的な収益を得ていくことを基本的な考え方とした。 

また、現会館にテナント入居する３団体においても、将来的な継続入居の意思

確認や新規入居団体の可能性についても調査した結果、新たに市町関連団体の 1

団体を加えた４入居団体の施設整備としていく。 

当会館の建替えの場所については、現在の組合関連団体及び既存入居団体の所

管業務が滞ることなく通年継続的に執行できること、更に、建替え事業の効率的

かつ総事業費のコスト低減を図るため、建て替え用地は新会館建替え用地として

取得した現在低未利用地である駐車場用地の一角に新築することとした。更に建

替え用地以外の現駐車場用地と現会館解体後の敷地を民間事業者へ貸し付ける

こととした。 

これら全体の事業の実現性を高め、確実な実施を目指すため、民間事業者の意

向確認が必要と判断し、民間事業者と対話ができる対話型市場調査(サウンディ

ング調査)を実施し、広く意見を募ることとした。 

３ 対話型市場調査（サウンディング調査）の実施 

令和３年度に一部の事業者から情報収集を行った。その提案内容は、小規模な

集合住居系施設であり、部屋個数拡大については消極的な意見であった。このよ

うなことから、対話型市場調査(サウンディング調査)は公募型で広く民間事業者

の声を募り、公募参加事業者と対話を図りながら、民間事業者の意向確認を行う

こととした。対象地の借地期間は３０年間としたが、民間事業者への貸付面積は、

新会館建設規模に左右されることから、所有地全体の活用について一体的に意見

を聴取することとした。 

４ 対話型市場調査(サウンディング調査) の結果 

本調査に、ハウスメーカー、総合建設会社、食品販売業、など異なった業種の

事業者の参加があり、様々な意見を聴取できた。その中の主な意見は下記の通り

であり、今後の施設整備計画に取り入れながら確実に事業を進めていく。 

市場調査における主な意見 

・会館整備は調査参加者全員が、高気密性の建物提案や屋上設置の太陽光発電 

など環境配慮のもと ZEB を視野に入れた提案 

・市道 13 号線(県庁前通り)に面した現会館敷地は魅力的で活用が可能。 

・現駐車場敷地面積は広いが、接道条件や敷地形状から集客導線の工夫が必要。 

更に立地する業種は限定される。 

・周辺の立地環境から小売・飲食などの業種の立地が可能。 

・建物所有(BTO)の課題はあるが、賃貸住居系・事業系様々な提案が可能。 

・借地期間３０年間では短く、事業者側の収益が取れない。等 
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対象敷地約５，２５０㎡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記事業イメージ図は、新会館の建築確認申請に伴う接道は東側の市道とし、現会館解体後

に、南側の市道 13 号線(県庁前通り)からのエントランス入り口を設けた場合のイメージ。 

また、民間施設は機能ごとに分散した場合のイメージ。 

第３章 新会館の特徴 

１ 新会館の機能・規模                     【資料２参照】 

新会館の建物規模は、組合等の事務事業に必要な執務室、会議室等を精査し、必

要最小限の執務スペースを確保することと併せ、継続テナント入居団体や新たな

入居団体にも必要な執務スペースと執務室の条件などの確認を行い、組合同様の

取り扱いとする。 

新会館の機能としては、建物自体は施設のバリアフリー化や多様化する人権へ

の配慮などを視野に施設の諸室を計画していく。 

また、公共施設としての環境配慮については、栃木県の「２０５０年とちぎカー

ボンニュートラル実現に向けたロードマップ」に掲げた重点プロジェクトに連動

して、県内２５市町も「カーボンニュートラルの方針」を打ち出していることか

ら、公共施設である新会館も、ある程度の整備努力によって達成が見込める ZEB 

Ready 以上を目指していく。              【参考資料２参照】 

また、新会館の外構における駐車場スペースにおいては、既存駐車場の利用状

況や環境負荷の低減を踏まえた公共交通利用の促進なども配慮し、最低限の駐

車台数を確保することとした。 

また、新会館は宇都宮市街地の都心部地区に隣接していることから、宇都宮市

が目指す「ウォーカブルな街づくり」「第 2次自転車のまち推進計画」に寄与で

きるよう、新たなモビリティ端末交通も視野に入れた施設の整備や、外構整備に

おいてもプレイスメイキングをイメージしたオープンスペースの創出も目指し

事業イメージ図 

 

民間施設の敷地 
（普通財産･借地権設定） 

自治会館の敷地 
（行政財産） 

 

民間施設 

公共施設 

凡

例 

北側駐車場 民間施設 自治会館 

民間施設 
※民間施設＝所有地活用収益施設 
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ながら、県産材の積極的な活用をしていく。 

更に、会館は宇都宮市中心市街地に隣接した、ある程度まとまった敷地を有す

る公共の施設でもあることから、災害時などは周辺からの一時避難も想定し、敷

地内空地と付属施設についても有効に計画していく。 

【新会館の諸室規模】 

 敷地面積 延べ床面積 組合等使用 

(会議研修＋事務室) 
テナント団体使用 

現会館 約 1,339 ㎡ 約 2,954 ㎡ ７室＋１室 
３室 

（各団体毎別室） 

新会館 同等 約 2,617 ㎡ ６室＋１室 
４室(団体同士のｵｰﾌﾟﾝﾌﾛｱ化

不可 2団体) 

  ※新会館の諸室規模 

    会議・研修室（170 ㎡ 1室、70㎡ 1 室、80 ㎡ 1 室、200 ㎡ 1 室、30 ㎡ 1 室、 

27 ㎡ 1 室）、執務室 373 ㎡ 

共有スペース 必要諸室面積の 30% 

エントランス 300 ㎡ 

   ※入居団体貸付希望面積 835 ㎡ 

    40 ㎡ 1室、50㎡ 1 室、100 ㎡ 1 室、645 ㎡ 1 室 

【駐車・駐輪台数】 

 駐車場台数 駐輪場台数 

現会館 
１９７台 

（地下 31台、北側 166 台） 
なし 

新会館 

４６台 

（関連組織・入居団体の公用車 6台

含む） 

１５台(ﾊﾞｲｸ・自転車・電動ｷｯ

ｸﾎﾞｰﾄﾞ等) 

新会館に求める建物構造基準においては、国土交通省の「官庁施設の総合耐震・

対津波計画基準」（平成 25 年制定）に基づき設計していく。なお、会館は地域防

災計画上の避難所指定箇所ではないが、公共の施設であることから人命の安全

確保と二次災害の防止を図りながら設定していく。 

【建物部材構造基準】 
部 位 分 類 耐震安全性の目標 

構造体 Ⅱ類 重要度係数 1.25 
大地震後、構造体に大きな補修

することなく建物を使用、人命

の安全確保に加え機能確保が図

れるもの。 
建築非構造部材 Ｂ類 

宇都宮市管内類似施設参考数値 
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建築設備 乙類 
また、二次被害の防止が図れる

もの。 

２ 新会館の整備手法等  

当初、従来の計画・設計・施工の分離型で事業展開を考える中、コロナウイル

スの影響や世界情勢の変動等による物価高騰が発生してきた。これら急騰する

物価高騰の経済状況は、原材料においては若干の落ち着きは見られるものの、資

材等価格、更に油類価格等はいまだ先行きが見えない状況にあることから早期

の事業展開が必要である。              【参考資料３参照】 

その事業展開については、スピード感をもって事業を進めたいことから、民間

の発想、技術、経験などを活用しながら、整備事業期間の短縮、整備成果の高品

質化や事業費抑制による低コスト化を図ることとした。 

その新会館整備や民間施設の整備手法については、民間事業者の参加しやすい

条件の整理など対話型市場調査の民間意見を反映させ、価格競争に偏らず民間

の発想や活力を最大限活用が期待でき、より良い事業を選定できる公募型プロ

ポーザル方式により広く技術提案を求めていく。 

また、先に実施した対話型市場調査において、民間事業者が自ら資金調達して

事業整備する買い取り方式やＰＦＩ法に基づくＢＴＯ方式などの提案もあった

が、資金調達可能な事業者は限られてしまうことから、広く民間事業者の様々な

提案を集めることができ、更には設計段階から施工事業者が携わることでスピ

ード感をもって事業を効率的に取り組める、設計・施工一括発注のデザインビル

ド方式(ⅮＢ方式）を採用することとした。 

なお、新会館整備における財産所有区分と事業役割区分等は以下のとおりとする。 

  ※BTO 方式：民間事業者が施設を建設し、施設完成直後に公共に所有権を移転し、所有者か

ら委託を受けた民間事業者が維持管理及び運営を行う方式 

〔ﾋﾞﾙﾄﾞ(建設)･ﾄﾗﾝｽﾌｧｰ(移転)･ｵﾍﾟﾚｲﾄ(管理)の略〕 

【新会館整備における所有区分等一覧表】 

施設の種類 施工・実施主体 費用負担 官民の関係 

施設整備 工事受注者 組 合 
工事契約に基づく 

発注者及び受注者 

管理・運営 組 合 組 合  

解体撤去 工事受注者 
組合(現会館解

体費用) 

工事契約に基づく 

発注者及び受注者 

所有者 
土 地 組 合 

建 物 組 合 
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第 4 章 新会館の位置と全体の事業手法 

１ 新会館の施工手順と位置 

新会館は現会館同等規模の延床面積約２，６１７㎡程度とし、所有地における

余剰地については民間事業者へ貸し付け、組合の継続的な収益確保を図るもの

とする。なお、敷地全体の一括施行には時間を要すること、世界情勢の影響に伴

う資材価格の高騰も懸念されることから、新会館整備を優先施工とし、その後、

現会館の解体工事と民間施設整備とする段階施工を基本とする。 

ただし、施行手順は公募型プロポーザルによる事業者提案によるものとするが、

施行手順の考え方は、組合関連団体と入居団体の業務が新会館への引っ越し時

期を除いて、滞ることなく業務が継続できることとする。 

なお、新会館建設予定地は現駐車場敷地の一部となるが、組合所有地全体の効

果的に活用を図るため、対話型市場調査においても意見の多かった住居系の施

設や事業系の施設などに対する借地権設定を視野に入れながら、優れた提案を

採用し民間活力による収益施設の併設による敷地利用を図っていく。 

また、新会館の建設予定位置は対話型市場調査において、現駐車場敷地の東側・

中央・西側と様々な意見があったが、会館自体が担う役割と周辺の住宅環境や栃

木県が示す 1 級河川釜川の浸水想定区域の浸水エリアなどを考慮し、所有地に

おける敷地高さ、新会館利用者による周辺道路への交通影響、新会館の高さを想

定した周辺への日照問題など建築確認申請に必要な要素、更には｢栃木県公館｣

や｢栃木県職員会館ニューみくら｣に新会館を加えたまとまりのある官庁エリア

の形成など様々な条件を総合的に検討し、駐車場敷地の東側を建設予定地とし

ていく。 

２ 全体の事業手法 

対話型市場調査を行った結果、会館整備においては民間事業者がそれぞれ得意

とする工法などにより、事業費縮減や事業期間の短縮が図れる提案が示された。 

収益を得る手法においては、民間施設の整備を「組合が費用負担する提案」や

「新会館と区分所有する一体施設」などの提案もあったが、「借地期間の課題は

あるが、住居系や事業系ともに需要は見込める」との意見が多かった。 

その課題として「施設の減価償却期間が短く収益が得にくい」との意見を踏ま

え、賃借期間を３０年間から最長５０年間と設定することと併せて、賃借期間終

了後には更地返還を原則とする定期借地権を採用することとする。 

民間施設の施設規模や施設位置は、前項で示す新会館整備検討に大きく左右さ

れることから、新会館整備と民間施設整備、更に現会館解体工事は一体的に検討
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することが効果的であるため、前章２整備手法 の新会館整備の設計・施工一括

発注のデザインビルド方式に加え、新会館を整備する以外の土地に定期借地権

を設定し貸し出す事業、さらに現会館の解体工事を合わせた事業を対象に、公募

型プロポーザルにより事業提案を募り、民間活力による効果的で安定的な事業

遂行を目指すものとする。 

なお、この提案については、複数の工事と土地の賃借による活用を事業の実現

性や継続性に向け総合的に評価するため、外部有識者などで構成する技術審査

委員会を設け、多角的、客観的な視点から審査するものとする。 

また、民間施設における財産所有区分と事業役割区分等は以下のとおりとする。 

【民間施設における所有区分等一覧表】 

事業の種類 施工・実施主体 費用負担 官民の関係 

施設整備 認定事業者 認定事業者 
借地権契約に基づく 

土地所有権者と借地権者 

管理・運営 認定事業者 認定事業者 
借地権契約に基づく 

土地所有権者と借地権者 

解体撤去 認定事業者 認定事業者 
借地権契約に基づく 

土地所有権者と借地権者 

所有者 
土 地 組 合 

建 物 認定事業者 

※認定事業者とは、優先交渉候補者が議会等の手続きを経て承認された事業者をいう。 

また、議会の承認を得た事業者が提出する提案事業計画を認定計画とする。 

３ 事業の流れ 

① 優先交渉候補者の選定 

組合は、応募者が提出した公募提案事業計画の審査を行い、提案事業・提案価

格等において最も評価の高い事業者を優先交渉候補者として選定する。 

② 公募提案事業計画の確定及び基本協定締結 

組合は、優先交渉候補者の提出した提案事業計画を基本に、新会館の建設、

民間事業者へ貸し付ける面積、更にその貸付期間等について、優先交渉候補者

と実施条件など詳細を定め、認定事業計画とする。その後、速やかに栃木県市

町村総合事務組合所有地活用整備事業基本協定書（以下「基本協定書」という）

を締結し、優先交渉候補者を事業者とする。 

なお、基本協定書締結後、新会館建設工事の仮契約を結び、組合議会の議決

を得て本契約とする。この本契約となった段階から事業者を認定事業者とする。 
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また、認定事業者への土地貸付については、具体的な事項を協議し双方合意

後、施設着手までに定期借地権設定契約を取り交わす。 

 

③ 事業期間 

本事業の事業期間は次のとおりとする。 

・新会館整備事業は、整備工事契約締結日から令和 7年度末まで。その後の現

会館の解体工事は令和 8年度内完了を目指す。 

・民間施設整備事業は、基本協定締結後の施設建設着工から 30～50 年間を事

業期間とする。事業期間の決定は優先交渉候補者の提案による事業用途によ

り決定し、借地用途に合わせて「一般的定期借地権」又は「事業用定期借地

権」により借地権契約を行う。 

・新会館の早期完成に向け、事業にスピード感持って取り組み、新会館整備の

先行、その後現会館の解体工事と民間施設整備の段階施行とする。 

 

 

基
本
協
定
叏
締
結 

新会館

整備 

設計・協議      

事
業
終
了 

 建築工事     

現会館

解体 

  解体工事    

   整地工事   

民間施

設整備 

   建設工事   

    管理運営  

     解体工事 

 

第 5 章 概算事業費   

概算事業費については、新会館の設計施工費と現会館の解体費用の合計額とす

るが、類似施設の整備費や現状確認できる解体手法に基づき算定し、公募型プロ

ポーザルにおける参考事業費の上限額として示す。 

１ 新会館整備事業費の算出 

新会館整備事業は基本設計等を行っていないことから、必要な諸室床面積を組

合関連５団体と新規・継続希望のテナント入居４団体の諸室面積１,７８２㎡を

基本とし、そのほかの設備・機械室などの諸室は、必要床面積の３０％を想定。

また、エントランスホールにおいては、近年の同等規模類似施設を参考に３００

工事着手  供用開始   工事着手 

R6.3(予定)         R8.4(完成予定)    工事着工から 30～50 年間 

解体完了 

R6.4(設計着手) 
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㎡を想定した。これらを踏まえた延べ床面積は、２,６１７㎡で、類似施設の整備

費用を参考に、過去 10 年間での建築・電気・機械の各分野における物価上昇率を

加味して算定した。                       

  検討建物諸室面積                 1,782 ㎡ 

  共有部分（諸室合計の３０％）    約 535 ㎡ 

  エントランスホール(類似施設参考) 約 300 ㎡  延床面積 約 2,617 ㎡ 

【資料２参照】 

２ 現会館解体費用の算出 

解体費用においては、建物の一部にアスベストが含有している前提と隣地界の

擁壁と建物基礎の基礎柱は撤去による隣地建物への影響が大きく想定されるこ

とから深層構造物は残存。その中で、解体に伴う発生コンクリート殻は、移動式

クラッシャー機により再生骨材に再生し、埋め戻し材として再利用し、発生産業

廃棄物量を抑制することを基本とする。 

解体後の造成においては、現駐車場用地が東西で高低差が約１.５ｍあること

から、新会館と民間施設用地の境界に新たな小規模擁壁を設置することとして算

定。          【参考：貸出可能】既存建物完成図書、敷地平面図 

３ 総事業費 

これら組合が負担する総事業費は「新会館整備事業費(設計費含む) ＋ 現会館

解体費用」としながら、環境へ配慮した ZEB を取り入れた公募の事業費の上限額

は２３億円とする。 

４ 民間施設の土地賃借料 

    民間施設の土地賃借料(地代)は、土地鑑定評価に基づき算出した金額を公募

型プロポーザルにおける参考地代として示す。 

   鑑定評価額 月額㎡あたり ２０３円 

第 6 章 今後の予定 

令和 5年 10 月 所有地活用整備計画策定・公表 

   技術審査会設置及びプロポーザル提案評価基準の決定 

12 月  事業者募集開始 

令和 6年 3 月  優先交渉候補者との基本協定締結 

事業者との新会館整備仮契約締結 

 4 月  総合事務組合議会(事業者の決定) 

 4 月～ 新会館設計・施工着手 

令和 8年 3 月  新会館工事完了・引渡し 

 4 月  新会館機能移転 

令和 8年 ９月頃 民間施設借地契約(使用開始から最大 50 年) 

 



県への要望事項（令和５年度 秋季） 一覧

№ 要望事項 提案市 県担当部署 要望の概要
内容
区分

要望
経過

産業労働観光部

観光交流課

総合政策部

地域振興課

県土整備部

砂防水資源課

保健福祉部

こども政策課

経営管理部

税務課

教育委員会

健康体育課
生涯学習課

産業労働観光部
県土整備部

産業政策課
都市計画課

生活文化スポーツ部

スポーツ振興課

2
地方創生移住支援事業の着
実な実施に向けた財源の確
保について

宇都宮市

　東京圏から地方へ移住し起業や就業等を行う場合に支援金を交付する地方創生移住支援事業について、令和５年度の交
付額が当初の見込みを上回っている状況であり、子育て世帯等の移住を強力に後押しする実効性の高い事業であることか
ら，国において，令和６年度以降も当該事業を着実に継続し，必要となる交付金の総額が確保されるよう働きかけること
に加え，栃木県においても，各市町の実情を踏まえながら，必要となる財源を確保するよう要望するもの。

①④

1
ＭＩＣＥ開催支援制度の新
設について

宇都宮市

　ＭＩＣＥ誘致により、県内市町の魅力を国内外に発信するとともに、ビジネスマッチングによる新たなイノベーション
機会の創出など、周辺市町をはじめ、県内への幅広い経済効果が大いに期待されることから、栃木県においても、会議等
主催者に対し、県内各地におけるＭＩＣＥ開催の魅力を訴求でき、効果的な誘致活動が展開できるよう、県主導による誘
致活動の実施や誘致・受入に係る市町との連携・調整、ＭＩＣＥ誘致に係る補助制度の新設など、実効性のある支援を要
望するもの。

R3秋
R4秋
R5春

①

4
障害児保育事業に関する財
政支援について

足利市
　障害児保育事業について、保育士の配置に対しては国から地方交付税措置されているが、市町の財政状況は厳しい状況
であることから、障害を持つ児童が安心して保育を受けられるとともに、保育所等が適切に運営することができるよう、
障害児保育事業に対し、県による財政支援策を要望するもの。

①

3
土砂災害ハザードマップ作
成に係るデータ提供等につ
いて

足利市

　市町で土砂災害ハザードマップを作成する際には、国や県が作成・提供したデータや資料に基づき作業を行うが、栃木
県では、土砂災害警戒区域はオープンデータとして提供しているが、特別警戒区域に関する市町単位での公式データを作
成していないことから、土砂災害警戒区域及び特別警戒区域の一括データを市町単位ごとに整備し、県から市町に直接貸
与できるようにするとともに、土砂災害警戒区域等の指定及び見直しについて、数年先を見据えた計画を作成し、市町と
共有するよう要望するもの。

②

6
学校部活動の地域クラブ活
動への移行にかかる支援に
ついて

佐野市

　学校部活動の地域クラブ活動への移行について、引き続き、教育課程外の学校教育活動に地域格差が生じないよう、国
において、必要な財政措置を講じるとともに、保護者や地域の理解と協力を得るため広報活動をより一層強化するよう、
働きかけるとともに、県のリーダーシップのもと地域人材の確保に向けた新たな制度創設や運営団体となる関係機関への
働きかけ、さらには指導者やコーディネーター等の育成の推進を要望するもの。

R5春①④

5
免税軽油の期間延長につい
て

栃木市

　軽油引取税について、令和3年度税制改正において、生産コストの負担軽減と経営安定の観点から課税免除の特例措置を
令和5年度末まで延長することとされたが、アフターコロナ時代における地方創生のさらなる推進が求められる今、産業・
地域経済の活性化や地域資源を生かした取組を充実・強化する必要性はますます高まってきており、経営環境の改善や農
林業などにおけるコスト軽減に対する措置が必要であることから、軽油引取税の課税免除特例措置の令和6年度以降の継
続を国に対し働きかけるよう要望するもの。

④

8
「いちご一会とちぎ感動ス
ポーツプロジェクト推進事
業の拡充について

鹿沼市

　栃木県の「いちご一会とちぎ感動スポーツプロジェクト推進事業」について、各市においては同事業の補助金を活用
し、地域に根ざしたスポーツの創出に取り組んでいるところであるが、同補助金の対象となる競技は、国体・障スポの際
に各市町内で開催された競技が中心と限定されていることから、県が目指す「誰もがどこでもスポーツをすることができ
る『とちぎ』」の実現に向け、とちぎ国体・障スポとちぎ大会で開催された競技であれば、その競技を開催した市町に限
らず、いずれの市町が開催する場合も補助対象とするよう、対象競技の拡充を要望するもの。

①

7
企業誘致にかかる行政手続
き期間の短縮について

佐野市

　栃木県では新とちぎ産業成長戦略において、令和７年までに２００haの産業団地を整備する目標を掲げ、各自治体にお
いても企業立地を進めているが、市街化調整区域内における企業の進出に際しては、その行政手続き等に関する期間の短
縮が強く求められていることから、自治体間競争に打ち勝つためにも、企業誘致に係る行政手続きの柔軟化及び期間短縮
を要望するもの。

②

資料５－１
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№ 要望事項 提案市 県担当部署 要望の概要
内容
区分

要望
経過

保健福祉部

障害福祉課

教育委員会

義務教育課

保健福祉部

こども政策課

教育委員会

教育政策課

保健福祉部

保健福祉課

環境森林部

自然環境課

農政部

農政課

環境森林部

気候変動対策課

10
代替学校職員の円滑な配置
について

真岡市

　傷病休暇や介護休暇などの休暇取得者や、計画的に代替学校職員の配置が可能な産前・産後休暇やその後の育児休業に
対して、代替学校職員の配置が遅れたり、配置されず欠員状態が続いている学校も散見されることから、学校が適切に教
育活動を継続していくため、学校職員の任命権を持つ県において、休暇・休業取得者に対する代替学校職員の配置を速や
かに実施するよう要望するもの。

①

9
重度心身障害者医療費助成
制度について

真岡市

　重度心身障害者医療費助成制度について、利用者の利便性を向上させるため、市町が「現物給付方式」を導入した場
合、県からの補助率が２分の１から４分の１に減額され、財政負担が大きくなり、各市町における導入が進まない状況で
あることから、利用者の利便性向上を考慮し、「現物給付方式」を実施した場合にも、「償還払い方式」同様に県補助率
の２分の１の維持を要望するもの。

H20秋
H21秋
H23春
H24春秋
R3春秋

①②

12
ＩＣＴ教育に係る費用の支
援について

那須塩原市

　ＧＩＧＡスクール構想等に基づき、児童生徒「１人１台端末」の環境が整備されるなど、ＩＣＴは既に学校では欠かせ
ないツールとなっているが、周辺機器の修繕・保守・更新費用や、回線接続料、ネットワークの維持やセキュリティに係
る費用、ＩＣＴ支援業務委託料等、各市の財政に与える影響は非常に大きいことから、国の方針に従い整備を進めてきた
経過等を踏まえ、継続的かつ十分な財政支援を行うよう国に働きかけるとともに、県からの財政支援についても要望する
もの。

H30秋
R1春秋
R2春秋
R3秋
R4秋
R5春

①④

11 少子化対策の拡充について 矢板市

　各市においては、各種少子化対策に取り組んでいるが、市単独での財源をもって施策の拡充を図ることは、財政規模及
び財政状況から鑑みても非常に難しい状況であることから、本年８月８日に県が発表した「とちぎ少子化対策緊急プロ
ジェクト」に加え、不妊治療費の自己負担額の助成や多子世帯への経済的負担軽減施策、第２子以降保育料等免除の導入
など、各市が財政状況に左右されずに少子化対策の充実に取り組めるよう、市への財政支援を要望するもの。

①

14
クビアカツヤカミキリ予防
対策事業の実施について

さくら市

　県内におけるクビアカツヤカミキリによる被害は、令和４年度末時点で９市町2,458件に上り、分布が北上している状況
であり、県においては、市町を通じた民有地の被害木の伐採への補助率を引き上げたが、これ以上の被害を防ぐために
は、更なる被害拡大防止策が必要であることから、侵入防止エリアの設定や、薬剤注入による予防対策事業等、さらなる
対策を実施するよう要望するもの。

①

13
生活保護の実施責任につい
て

那須塩原市

　生活保護の被保護者が、生活介護を提供する軽費老人ホーム、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅に入所
した場合、施設所在地を所管する自治体に財政負担が集中しないように、入所前の居住地を所管する実施機関が保護の実
施責任を負うという居住地特例が設けられているが、その一方で、上記の生活介護を提供しない軽費老人ホーム等は、居
住地特例の対象外となるため、このような施設が多い自治体は、負担が大きくなる状況であることから、居住地特例制度
の見直しについて、国に対し働きかけるよう要望するもの。

③

16
森林開発を伴う再生可能エ
ネルギー事業への新たな取
組について

那須烏山市

　全国各地で森林伐採を伴う大規模太陽光発電施設の設置が拡大する中、宮城県においては、再生可能エネルギーの導入
と環境保全の両立に向け、森林を開発する再生可能エネルギー事業者に課税する「再生可能エネルギー地域共生促進税条
例」を制定し、再エネ事業を平地に誘導する全国初の仕組みを構築したところであり、栃木県においても、宮城県におけ
る先進事例を踏まえた「新税制度」を創設するなど、再生可能エネルギーの導入と環境保全の両立に向けた取組を一層加
速化するよう要望するもの。

②

15
産地づくりと一体的な荒廃
農地対策の創設について

さくら市

　荒廃農地対策について、栃木県においては、「農地いきいき再生支援事業」により、遊休農地の再生利用に要する刈り
払い、抜根、深耕、整地等の経費に対し補助を行っているが、再生にかかる農業者等の費用負担はいまだ大きい現状にあ
ることから、荒廃農地を復元する際に、本県推進作物を一定期間生産する農業者を対象とした手厚い支援を行うなど、産
地づくりと一体的な耕作放棄地対策を創設するよう要望するもの。

①

※内容区分

① 財政支援・人的支援を求めるもの ② 制度・仕組みの創設・改善を求めるもの

③ 国の制度変更による影響是正を求めるもの ④ 国への要望のはたらきかけを求めるもの

※提出経過には、他市から提出された同様の要望も含む
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〔別紙様式２〕県への要望用 

要  望  議  案 

提 出 市 

宇 都 宮 市 

要望事項 

ＭＩＣＥ開催支援制度の新設について 

内  容 

国においては，令和５年３月に「観光立国推進基本計画」を閣議決定し、令和７年

までにアジア主要国における最大のＭＩＣＥ開催国の地位を奪還することを目標に

掲げ、国全体での誘致力強化や開催地としての魅力向上等の取り組みが進められて

います。 

全国の各自治体においても、人口減少下における重点政策の一つとして、海外を含

む域外からの集客による地域活性化を目指し、施設の新規整備や拡張、誘致メニュー

の強化等が進められ、都市間におけるＭＩＣＥ誘致競争は年々激化しています。 

このような中、栃木県においては、令和３年３月に「新とちぎ観光立県戦略」を策

定し、ＭＩＣＥ招致に向けた関係団体との連携強化を掲げ、交流拠点施設「ライトキ

ューブ宇都宮」の開業に合わせた、ＭＩＣＥ招致に向けた検討を主な取組として挙げ

たところであり、令和５年６月には、日光市内において、政府等が開催する国際会議

として栃木県で初めて「Ｇ７男女共同参画・女性活躍担当大臣会合」の開催がされた

ところです。 

宇都宮市においては、令和４年度の宇都宮駅東口交流拠点施設の開業等を契機に、

学術会議や大会等の会議のほか、企業系会議や展示会・イベントなど、より多くの催

事開催が可能となったことから、ＭＩＣＥ開催支援補助制度を新設する等、ＭＩＣＥ

誘致の強化を着実に進めるとともに、会議等主催者に対する営業活動を推進してい

ます。 

ＭＩＣＥ誘致により、ユニークベニューやテクニカルビジット、アフターコンベン

ションなどによる県内市町の魅力を国内外に発信するとともに、ビジネスマッチン

グによる新たなイノベーション機会の創出など、周辺市町をはじめ、県内への幅広い

経済効果が大いに期待されることから、栃木県においても、会議等主催者に対し、県

内各地におけるＭＩＣＥ開催の魅力を訴求でき、効果的な誘致活動が展開できるよ

う、県主導による誘致活動の実施や誘致・受入に係る市町との連携・調整、ＭＩＣＥ

誘致に係る補助制度の新設など、実効性のある支援を要望いたします。 

県担当部署 

産業労働観光部 観光交流課 

 

資料５－２ 
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〔別紙様式２〕県への要望用 

要  望  議  案 

提 出 市 

宇 都 宮 市 

要望事項 

地方創生移住支援事業の着実な実施に向けた財源の確保 

について 

内  容 

国におきましては，デジタル田園都市国家構想総合戦略に「東京圏から地方への移

住者 年間１万人（２０２７年度）」の目標を掲げ，東京２３区に在住または東京圏

から２３区に通勤する者が地方へ移住し，起業や就業等を行う場合に支援金を交付

する地方創生移住支援事業（以下「移住支援金」という。）を実施しており，その推

進に向け，単身世帯６０万円，複数人世帯１００万円に１８歳未満の子１人当たり３

０万円を加算して交付してきた移住支援金について，令和５年度から子の加算を大

幅に拡充し，１人当たり１００万円を加算することとしたところであります。 

この見直しにより，本市を始めとした県内市町におきましては，同事業に対する需

要が喚起され，東京圏への一極集中の是正や，ＵＩＪターンによる就業者の創出な

ど，デジタル田園都市国家構想総合戦略に掲げる地方の社会課題解決の加速化が図

られているところでありますが，一方で，１世帯当たりの交付額が大きく増加し，複

数の市町において，令和５年度の交付額が当初の見込みを上回っていることなどに

より，同事業を活用できる方が限定され，移住支援金を交付できず，結果として移住

検討者の移住機会の逸失や栃木県以外の地域への移住者の流出が懸念されるところ

であります。 

栃木県におきましては，日頃から，各市町の状況や意向の把握に努めていただきな

がら，同事業の柔軟・機動的な執行に配慮いただいているところでありますが，移住

支援金については，子育て世帯等の移住を強力に後押しする実効性の高い事業であ

りますことから，国において，令和６年度以降も，当該事業を着実に継続していただ

くとともに，必要となる交付金の総額が確保されますよう，国に働きかけていただく

ことに加え，栃木県におきましても，各市町の実情を踏まえながら，必要となる財源

を確保いただきますよう要望いたします。 

県担当部署 

総合政策部 地域振興課 
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〔別紙様式２〕県への要望用 

要  望  議  案 

提 出 市 

足 利 市 

要望事項 

土砂災害ハザードマップ作成に係るデータ提供等について 

内  容 

災害の激甚化・頻発化が進む中、住民の生命・財産を守るためには、地域の災害リ

スクの把握が重要であり、市町が創意工夫を凝らし、ハザードマップを作成している

ところです。 

県も推奨している地区防災計画の作成支援や、市町が実施する出前講座等において

もハザードマップを活用しており、自助・共助の取り組みを促進する上で、ハザード

マップによる災害リスクの周知・啓発は防災の基本事項となっています。 

ハザードマップは、国土交通大臣や県知事が指定・公表した洪水浸水想定区域や土

砂災 害警戒区域を住民に広く周知するための印刷物であり、市町が作成する際には、

国や県が作成・提供したデータや資料に基づき作業を行う必要があります 。 

この点について、栃木県では、土砂災害警戒区域はオープンデータとして提供され

ていますが、特別警戒区域に関する市町単位での公式データを作成していないため、

一括したデータが提供されておりません。このため、市町は土砂災害ハザードマップ

の作成にあたり、特別警戒区域については膨大な県公示図書を確認しながら作業を

進める必要があり、最新の公式データの提供が受けられる他県の市町村と比べ業務

が非効率であるほか、作成ミスにも繋がりかねない状況です。 

また、洪水浸水想定区域は令和７年度までの作成計画が提示されているのに対し、

土砂災害警戒区域等の指定や見直しに関する数年先を見据えた計画は示されておら

ず、砂防事業等の進捗状況により散発的に見直しが行われるため、県から公表される

度にハザードマップ更新の必要が生じ、計画的な作成・更新ができない状況となって

おります。 

つきましては、下記事項について要望いたします。 

記 

１ 指定・公表した土砂災害警戒区域及び特別警戒区域の一括データを市町単位ご

とに整備し、県から市町に直接貸与できるようにすること。また、活用しやすいデ

ータ形式となるよう、市町との連携を図ること。 

２ 土砂災害警戒区域等の指定及び見直しについて、数年先を見据えた計画を作成

し、市町と共有すること。また、各市町の事務負担を考慮し、見直しは管轄土木事

務所単位で一括更新とすること。 

県担当部署 

県土整備部 砂防水資源課 
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〔別紙様式２〕県への要望用 

要  望  議  案 

提 出 市 

足 利 市 

要望事項 

障害児保育事業に関する財政支援について 

内  容 

保育所や認定こども園では、心身に障害を持つ児童や、発達障害を有する児童を対

象に障害児保育事業として対象児童を受け入れしており、受入児童数は年々増加傾

向にあります。 

受け入れを行う保育所等においては、地方交付税の算定基準に準じて、障害児２名

に対し保育士１名を配置して対応していますが、児童の障害の程度を問わず、児童が

安全に安心して保育を受けられるよう、状況に応じて保育士を追加で配置する必要

が生じることもあり、保育所等からは実情に則した財政支援が求められています。 

障害児保育事業については、国から地方交付税措置されておりますが、市町の財政

状況は厳しい状況でありますので、障害を持つ児童が安心して保育を受けられると

ともに、保育所等が適切に運営することができるよう、障害児保育事業に対し、県に

よる財政支援策を講じられますよう要望いたします。 

県担当部署 

保健福祉部 こども政策課 
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〔別紙様式２〕県への要望用 

要  望  議  案 

 

 

提 出 市    

栃 木 市 

要望事項（要望の表題） 

軽油取引の課税免除措置の期間延長について 

内  容 

 軽油引取税は、平成 21 年度税制改正において目的税から普通税に移行されたこと

に伴い、政策的配慮の観点から課税免除することが適当と認められる特定の用途に

限っては、課税の免除が認められてきました。 

 令和 3 年度税制改正においても、生産コストの負担軽減と経営安定の観点から課

税免除の特例措置を令和 5年度末まで延長することとされました。 

 各市においても免税軽油制度は、一部の製造業や農業など地域産業において適用

を受けているところであります。 

 アフターコロナ時代における地方創生のさらなる推進が求められる今、産業・地

域経済の活性化や地域資源を生かした取り組みを充実・強化する必要性はますます

高まってきており、経営環境の改善や農林業などにおけるコスト軽減に対する措置

が必要です。 

 このようなことから、事業者及び農林業等関連産業の経営安定を図るためにも、

軽油引取税の課税免除特例措置について、令和 6 年度以降も継続するよう、国に対

し働きかけをいただきますよう要望します。 

県担当部署 

経営管理部 税務課 
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〔別紙様式２〕県への要望用 

要  望  議  案 

提 出 市 

佐 野 市 

要望事項 

学校部活動の地域クラブ活動への移行に係る支援について 

内  容 

学校部活動の地域クラブ活動への移行が全国的に進む中、先進市である佐野市にお

いては、生徒にとって望ましい地域クラブ活動の実現と教員の負担軽減を図るため、

令和３年度から段階的に学校教育から切り離し、地域クラブ活動への移行を実施し

ております。国や県の助言・支援、また、スポーツ庁及び文化庁の実証事業を活用さ

せていただき、少しずつ成果を上げているものの、運営団体や人材の確保、及び財政

負担等において課題を残しております。 

佐野市では令和８年度までに、市立全中学校・義務教育学校（後期課程）のすべて

の部活動について、休日の活動の半分を地域クラブ活動に移行していく予定であり、

対象となる生徒も増加し、新たな運営団体や指導者の数を増やす必要があります。ま

た、県内各市においても、栃木県が掲げた「令和７年度までに、全ての公立中学校の

休日の部活動を１つ以上、地域クラブ活動にする」という目標に向け、各市の実情に

応じて取組を進めているところであり、同様のことが懸念されております。 

つきましては、引き続き、教育課程外の学校教育活動に地域格差が生じないよう、

国において、必要な財政措置を講じるとともに、保護者や地域の理解と協力を得るた

め広報活動をより一層強化するよう、働きかけていただくことを要望いたします。ま

た、県のリーダーシップのもと地域人材の確保に向けた新たな制度創設や運営団体

となる関係機関への働きかけ、さらには指導者やコーディネーター等の育成の推進

を併せて要望いたします。 

県担当部署 

教育委員会 健康体育課・生涯学習課 
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〔別紙様式２〕県への要望用 

要  望  議  案 

 

 

提 出 市    

佐 野 市 

要望事項（要望の表題） 

企業誘致に係る行政手続期間の短縮について 

内  容 

 栃木県では新とちぎ産業成長戦略において、令和７年までに２００ha の産業団地

を整備する目標を掲げ、新たな産業用地の創出に向けた取組を推進しています。各

自治体においても、企業立地を進めておりますが、市街化調整区域内における企業

の進出に際しては、その行政手続き等に関する期間の短縮が強く求められておりま

す。 

今後、自治体間競争に打ち勝ち、本県への企業の進出を促すためには、県と市が

協力し、こうした手続き等に柔軟に対応すると共に期間の短縮を図り、経済的な機

会を最大化するための環境整備が必要と考えます。 

また、本県においては地域未来投資促進法に基づいて重点促進区域の設定による

企業立地も推進されておりますので、これらの見直しと改善は、本県の産業発展に

大きく寄与するものと考えられます。ついては、行政手続きの柔軟化及び期間短縮

を要望いたします。 

県担当部署 

産業労働観光部産業政策課・県土整備部都市計画課  
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〔別紙様式２〕県への要望用 

要  望  議  案 

 

 

提 出 市    

鹿 沼 市 

要望事項（要望の表題） 

「いちご一会とちぎ感動スポーツプロジェクト推進事業」の 

拡充について 

内  容 

 「いちご一会とちぎ感動スポーツプロジェクト推進事業」は、「いちご一会とちぎ

国体・とちぎ大会」を契機とし、スポーツによる新たな感動を創出することを目的

とした事業であり、各市においては同事業の補助金を活用し、地域に根ざしたスポ

ーツを創出するため、スポーツ体験イベントの実施等、各種事業に取り組んでいる

ところです。 

しかし、同補助金の対象となる競技は、国体・障スポの際に各市町内で開催され

た競技が中心とされており、ボッチャのような障がい者と健常者が区別なく、また

未経験者が気軽に参加できる競技が補助対象外となってしまい、幅広い事業展開が

困難となっている状況です。全国障害者スポーツ大会開催基準要綱には、障害のあ

る選手が「スポーツの楽しさを体験するとともに、国民の障害に対する理解を深め、

障害者の社会参加の推進に寄与することを目的とする」とあり、ボッチャのような

競技は、スポーツを通した両者の相互理解の促進に寄与するものと考えます。 

つきましては、県が目指す「誰もがどこでもスポーツをすることができる『とち

ぎ』」の実現に向け、とちぎ国体・障スポとちぎ大会で開催された競技であれば、そ

の競技を開催した市町に限らず、いずれの市町が開催する場合も補助対象とするよ

う、対象競技の拡充を要望いたします。 

県担当部署 

生活文化スポーツ部 スポーツ振興課 
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〔別紙様式２〕県への要望用 

要  望  議  案 

 

提 出 市 

真 岡 市 

要望事項（要望の表題） 

重度心身障害者医療費助成制度について 

内  容 

 県におかれましては、重度心身障害者医療費助成制度におきまして、令和４年

４月から、従前の対象者に加え、精神障害者保健福祉手帳１級所持者まで対象を

拡大するなど制度の充実を図っていただき、感謝申し上げます。 

しかしながら、現行制度では、利用者の利便性を向上させるため市町が「現物

給付方式」を導入した場合、県からの補助率が２分の１から４分の１に減額され、

財政負担が大きくなることから、各市町における導入が進まない状況でありま

す。 

 一方、関東地方において栃木県以外の都県では、自治体の支払い方式によって

補助率に差異を設けていないため、各自治体では原則「現物給付方式」を採用し

ております。 

 「償還払い方式」では、当該制度の利用者は、重度の障がいがあるにもかかわ

らず、手続きのためにその都度窓口に出向かなければならず、利用者からは、「現

物給付方式」を要望する声が寄せられているところであります。 

このように、利用者の利便性向上を考慮しますと、「現物給付方式」を実施する

ことは大変有意義なことでありますので、県内各市町において「現物給付方式」

導入に向けた検討を進めるためにも、「償還払い方式」同様に県補助率の２分の１

の維持を要望いたします。 

県担当部署 

保健福祉部 障害福祉課 
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〔別紙様式２〕県への要望用 

要  望  議  案 

提 出 市 

真 岡 市 

要望事項 

代替学校職員の円滑な配置について 

内  容 

ここ数年、傷病休暇や介護休暇など、休暇取得者に対して、代替学校職員の配置が

遅れたり、配置されないまま年度末となったりするケースが栃木県内のみならず全

国的な問題となっております。計画的に代替学校職員の配置が可能な産前・産後休暇

やその後の育児休業であっても、代替学校職員が配置されず欠員状態が続いている

学校も散見されます。 

さらには、年度初めから学校職員が欠員のまま新しい年度を開始しなければならな

いケースや、近年、高齢の親を抱えるベテラン職員や、採用後間もない若い職員など

の割合が増加しており、同一校で、同時期に、複数名の休暇・休業取得者が生じてい

るケースが増えております。 

このような状況でも、学校は、児童生徒に係る業務を止めるわけにはいかず、欠員

者の業務は他の学校職員で分担し、対応することになりますが、自身の業務は、児童・

生徒下校後に行うことになるため、時間外在校等時間の増加に繋がります。また、中

学校では、同じ教科の免許保有者が対応しきれない場合やいない場合には、その教科

の履修を年度内に修了できないことが懸念されます。さらに、児童・生徒の見守りや

児童・生徒同士のトラブル等の対処について、欠員により、その範囲や機会が増え、

児童生徒にとって安心できる教育環境の維持が難しくなっている状況も生じており

ます。 

そのため、児童・生徒指導上の諸問題の発生にまで繋がることが多くなり、その対

処に追われるという悪循環が生じ、対応する学校職員は、膨大な業務と諸問題への対

処で疲弊し、新たな休職者の発生が懸念される状況にまでなった学校がありました。 

こうしたことから、学校が適切に教育活動を継続していくためには、休暇・休業取

得者に対する代替学校職員が切れ目なく配置されることが必要であり、学校職員の

任命権をもつ県におかれましては、休暇・休業取得者に対する代替学校職員の配置を

速やかに実施いただきますよう、切に要望いたします。 

県担当部署 

教育委員会 義務教育課 

 

 

  



- 11 - 
 

〔別紙様式２〕県への要望用 

要  望  議  案 

提 出 市 

矢 板 市 

要望事項 

少子化対策の拡充について 

内  容 

本年４月１日にこどもまんなか社会の実現に向けて、こども家庭庁が発足したこと

により、今後の少子化対策については、新たな施策など、国の支援拡充が期待される

ところではありますが、一方で、地域間競争の高まりも予測され、地方自治体として

独自の施策が必要との認識を持っております。 

このようなことから、各市においては、各種少子化対策に取り組んでいるところで

ありますが、市単独での財源をもって施策の拡充を図ることは、財政規模及び財政状

況から鑑みても非常に難しい状況です。 

本年８月８日に県が発表した「とちぎ少子化対策緊急プロジェクト」には、今後取

り組んでいく施策が掲載され、大変期待をしているところでございますが、これに加

え、不妊治療費の自己負担額の助成や多子世帯への経済的負担軽減施策、第２子以降

保育料等免除の導入など、各市が財政状況に左右されずに少子化対策の充実に取り

組めるよう、市への財政支援を要望いたします。 

県担当部署 

保健福祉部こども政策課 
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〔別紙様式２〕県への要望用 

要  望  議  案 

提 出 市 

那 須 塩 原 市 

要望事項 

ＩＣＴ教育に係る費用の支援について 

内  容 

各市においては、学習指導要領を踏まえた国のＩＣＴ整備方針やＧＩＧＡスクール

構想に基づき、児童生徒「１人１台端末」の環境が整備され、積極的な活用が進めら

れているところです。 

ＩＣＴは既に学校では欠かせないツールとなっており、その効果的な活用を将来に

わたって持続するには、学校におけるＩＣＴ環境の維持が必要不可欠です。現在、学

校のＩＣＴ環境の維持においては、周辺機器の修繕・保守・更新費用や、回線接続料、

ネットワークの維持やセキュリティに係る費用、ＩＣＴ支援業務委託料等の高額な

費用が継続的に発生しており、各市の財政に与える影響は、非常に大きなものとなっ

ています。 

つきましては、国の方針に従い整備を進めてきた経過等を踏まえ、継続的かつ十分

な財政支援をいただくよう、国に対して働きかけていただくとともに、県からの財政

支援についても要望いたします。 

県担当部署 

教育委員会 教育政策課 
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〔別紙様式２〕県への要望用 

要  望  議  案 

 

 

提 出 市    

那 須 塩 原 市 

要望事項（要望の表題） 

生活保護の実施責任について 

内  容 

 生活保護の被保護者が、特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生

活介護を提供する軽費老人ホーム、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住

宅に入所した場合、施設所在地を所管する自治体に財政負担が集中しないように、

入所前の居住地を所管する実施機関が保護の実施責任を負うという居住地特例が設

けられております。 

 その一方で、上記の生活介護を提供しない軽費老人ホーム等は、居住地特例の対

象外となるため、施設所在地を所管する自治体が保護の実施責任を負うことになり、

このような施設が多い自治体は、所管外からのホーム入居者が増えると、負担が大

きくなる状況です。 

 つきましては、軽費老人ホーム又は有料老人ホームが多い自治体に負担が集中し

ないよう、居住地特例制度の見直しについて、国に対し働きかけていただきますよ

う要望いたします。 

県担当部署 

保健福祉部 保健福祉課 
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〔別紙様式２〕県への要望用 

要  望  議  案 

 

 

提 出 市    

さ く ら 市 

要望事項（要望の表題） 

クビアカツヤカミキリ予防対策事業の実施について 

内  容 

 県内におけるクビアカツヤカミキリによる被害は、平成 29 年に初めて被害が確認

されて以降、県南を中心に被害が急速に拡大しており、令和 4 年度末時点で、被害

件数は 9市町 2,458 件に上り、分布が北上している状況です。 

県におかれましては、クビアカツヤカミキリ被害木伐採推進事業として、今年度

から市町を通じた民有地の被害木の伐採への補助率を引き上げていただいていると

ころですが、これ以上の被害を防ぐためには、更なる被害拡大防止策が必要である

と考えられます。他県では、被害がまだ発生していない地域に侵入防止エリアを設

定し、エリア内の樹木に幼虫の駆除に効果のある薬剤の注入をする予防対策事業を

実施した実績もあり、被害拡大防止に効果的であると考えられます。 

 つきましては、県内のクビアカツヤカミキリのこれ以上の被害拡大を防ぐため、

侵入防止エリアの設定や、薬剤注入による予防対策事業等、さらなる対策を実施い

ただきますよう要望いたします。 

県担当部署 

環境森林部 自然環境課 
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〔別紙様式２〕県への要望用 

要  望  議  案 

 

 

提 出 市    

さ く ら 市 

要望事項（要望の表題） 

産地づくりと一体的な荒廃農地対策の創設について 

内  容 

 栃木県は「成長産業として発展する栃木の農業」の実現に向け、「とちぎ農業未来

創生プラン」に基づき事業の推進を図っており、令和 3 年の農業産出額は 2,693 億

円で全国 9位となる農業推進県であります。 

 しかし、販売農家数の減少に加え、荒廃農地の発生が問題となっており、担い手

の確保及び農地の有効利用が急務となっています。 

 特に、荒廃農地に関しては、農地として復元し、収益性の高い作物を普及するな

ど、産地づくりへ結びつける一体的な取組が重要であると考えます。 

 県におかれましては、「農地いきいき再生支援事業」により、遊休農地の再生利用

に要する刈り払い、抜根、深耕、整地等の経費に対し補助をいただいているところ

ですが、再生にかかる農業者等の費用負担はいまだ大きい現状にあります。 

つきましては、荒廃農地を復元する際に、本県推進作物を一定期間生産する農業

者を対象とした手厚い支援を行うなど、産地づくりと一体的な耕作放棄地対策を創

設いただくよう要望いたします。 

県担当部署 

農政部 農政課 
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〔別紙様式２〕県への要望用 

要  望  議  案 

 

 

提 出 市    

那 須 烏 山 市 

要望事項（要望の表題） 

森林開発を伴う再生可能エネルギー事業への 
新たな取り組みについて 

内  容 

 温室効果ガスの「排出量実質ゼロ」を目指し、全国各地で再生可能エネルギーの

導入・拡大が進んでいます。特に、森林伐採を伴う大規模太陽光発電施設の設置が

拡大しており、森林法に基づく林地開発許可制度に基づく適正整備が指導されては

いるものの、山の保水機能が損なわれ、静岡県熱海市で起きた土石流のような大雨

による土砂災害の懸念が指摘されています。 

森林法施行令の改正により、太陽光発電設備の設置を目的とする森林開発に対し

ては、林地開発許可制度の対象となる開発面積が 0.5Ha を超える場合まで拡大され

ましたが、その一方で、無秩序な施設の整備が行われることも多く、開発区域の土

砂が道路や民家に流れ出てしまう被害が発生するなど、トラブルの発生も増えてい

る状況にあります。 

こうした課題を解決するためには、森林の有する多面的機能を維持する森林保護

を原則としつつ、再エネ事業を実施するための適地を明確にするなど、地域との共

生に向けた枠組みを設けることが必要であると考えます。 

宮城県においては、再生可能エネルギーの導入と環境保全の両立に向け、森林を

開発する再生可能エネルギー事業者に課税する「再生可能エネルギー地域共生促進

税条例」を制定し、再エネ事業を平地に誘導する全国初の仕組みを構築いたしまし

た。今後、総務省の同意を得た上で令和６年４月からの導入に向け調整が進められ

ております。 

栃木県におきましても、宮城県における先進事例を踏まえた「新税制度」を創設

するなど、再生可能エネルギーの導入と環境保全の両立に向けた取り組みを一層加

速化いただきますよう要望いたします。 

県担当部署 

農政部 農政課 

 

 


